
�愛媛県告示第３３２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、双海町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、新居浜市洪水土地改良区から認可申請のあった土地

改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・洪水

幹線地区）の計画の変更を平成１６年２月９日認可した。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、玉川町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・法界寺地区）の施

行に平成１６年２月９日同意した。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３３５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、松前町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・鶴吉地区）の施行

に平成１６年２月９日同意した。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３３６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、津島町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・繁近地区）の施行

に平成１６年２月１３日同意した。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３３７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、日吉村から協議のあった村営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・下鍵山地区）の施

行に平成１６年２月１３日同意した。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３３８号
大西町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・荒神池地区）の施行は、適当

と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第

９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・荒神池地区）計画書の写し

� 大西町営土地改良事業等の分担金等徴収に関する条例

の写し

２ 縦覧期間

平成１６年２月２５日から３月２３日まで
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字 の 名 称
左記の区域に編入する区域

摘 要
字 名 地 番

大字
上灘

字
池尻

大字
上灘

字
東峰

甲２１３７の一部、甲２１３８の一部
及び甲２１３９の１の一部

これに伴
う道路、
水路等を
含む。大字

上灘
字
矢野

戊４９２の１、戊４９２の２、戊４９
８の３、戊４９９、戊５０７の３か
ら戊５０７の５まで及び戊５０８の
３の一部

大字
上灘

字
東峰

大字
上灘

字
池尻

甲２２４０の一部

大字
上灘

字
矢野

戊５０８の２及び戊５０８の３の一
部
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３ 縦覧場所

大西町役場

�������
�愛媛県告示第３３９号
吉海町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・奥地区）の施行は、適当と認

められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条

の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定により

、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・奥地区）計画書の写し

� 吉海町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年２月２５日から３月２３日まで

３ 縦覧場所

吉海町役場

�������
�愛媛県告示第３４０号
伯方町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・弓馬地区）の施行は、適当と認められ

るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第

５項において準用する同法第８条第６項の規定により、次の

とおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・弓馬地区）計画書の写し

� 伯方町営土地改良事業等の分担金等徴収に関する条例

の写し

２ 縦覧期間

平成１６年２月２５日から３月２３日まで

３ 縦覧場所

伯方町役場

�������
�愛媛県告示第３４１号
内子町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・横田地区）の施行は、適当と

認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６

条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・横田地区）計画書の写し

� 内子町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年２月２５日から３月２３日まで

３ 縦覧場所

内子町役場

�������
�愛媛県告示第３４２号
内子町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・寺藪地区）の施行は、適当と認められ

るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第

５項において準用する同法第８条第６項の規定により、次の

とおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・寺藪地区）計画書の写し

� 内子町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年２月２５日から３月２３日まで

３ 縦覧場所

内子町役場

�������
�愛媛県告示第３４３号
内子町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・石神地区）の施行は、適当と認められ

るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第

５項において準用する同法第８条第６項の規定により、次の

とおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・石神地区）計画書の写し

� 内子町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年２月２５日から３月２３日まで

３ 縦覧場所

内子町役場

�������
�愛媛県告示第３４４号
野村町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・下権現駄馬地区）の施行は、適当と認

められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条

の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定により

、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・下権現駄馬地区）計画書の写し

愛 媛 県 報平成１６年２月２４日 第１５３５号
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� 野村町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年２月２５日から３月２３日まで

３ 縦覧場所

野村町役場

�������
�愛媛県告示第３４５号
広見町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・永野市地区）の施行は、適当

と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第

９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・永野市地区）計画書の写し

� 広見町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年２月２５日から３月２３日まで

３ 縦覧場所

広見町役場

�������
�愛媛県告示第３４６号
広見町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・東仲地区）の施行は、適当と

認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６

条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・東仲地区）計画書の写し

� 広見町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年２月２５日から３月２３日まで

３ 縦覧場所

広見町役場

�������
�愛媛県告示第３４７号
城辺町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・土居地区）の施行は、適当と

認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６

条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい

排水）・土居地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年２月２５日から３月２３日まで

３ 縦覧場所

城辺町役場

�������
�愛媛県告示第３４８号
平成１６年１月３０日今治市営基盤整備促進事業野間北地区の

換地計画に基づく換地処分があったので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第９６条の４において準用する同法第５４条

第４項の規定により公告する。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３４９号
平成１６年２月１０日双海町営棚田地域等保全整備事業峰高地

区の換地計画に基づく換地処分があったので、土地改良法（

昭和２４年法律第１９５号）第９６条の４において準用する同法第

５４条第４項の規定により公告する。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３５０号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県

告示第８８１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施

行する。

改正後の愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、平

成１６年１月２６日以降に利子補給承認される漁業近代化資金に

ついて適用し、同日前に利子補給承認された漁業近代化資金

については、なお従前の例による。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条の表２の項利子補給率の欄中「１分２厘」を「１分

１厘５毛」に、 年１分
「

を 年９厘５毛
「

に改め
」 」

る。

�������
�愛媛県告示第３５１号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第

２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について

、同法第１１２条第１項の規定による同意があったと認めたの

で、同法第１１２条の２第３項及び漁船損害等補償法施行規則

（昭和２７年農林省令第１８号）第２６条の３の規定により告示す

る。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（今治地方局管内）

大三島加入区

愛 媛 県 報平成１６年２月２４日 第１５３５号
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��������������

�愛媛県告示第３５２号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、中島町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

中島町

温泉郡中島町大字大浦１６２６番地

代表者 町長 武田 満幸

温泉郡中島町大字大浦１７７６番地

２ 埋立区域

� 位置

温泉郡中島町大字饒甲２１９番１から同甲２２０番２まで

の地先公有水面

� 区域

次の１点から１２点までを順次直線で結んだ線並びに１２

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

３．５５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点（温泉郡中島町大字饒甲２１３番地先の堤内の金属

鋲）は、北緯３３度５９分０９秒、東経１３２度３６分２３秒の地点

１点は、基点から真北２９度１５分４９秒２７．５８メートルの

地点

２点は、１点から真北２９０度３９分４７秒１２．６６メートル

の地点

３点は、２点から真北２０度３１分０６秒８．０１メートルの地

点

４点は、３点から真北１１０度２３分０７秒５．８２メートルの

地点

５点は、４点から真北２０度３３分４５秒２５．９７メートルの

地点

６点は、５点から真北２９２度０２分０６秒２．１０メートルの

地点

７点は、６点から真北２０度２５分５１秒５．０３メートルの地

点

８点は、７点から真北１１１度２７分１８秒２．１２メートルの

地点

９点は、８点から真北２０度２８分３１秒２．９９メートルの地

点

１０点は、９点から真北２９１度１１分１８秒５．８１メートルの

地点

１１点は、１０点から真北２０度５２分１４秒２３．０１メートルの

地点

１２点は、１１点から真北１１１度２３分３７秒９．２６メートルの

地点

� 面積

６４５．２９平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１３年２月２８日 愛媛県指令港第４４号

４ しゅん功認可年月日

平成１６年２月２４日

�������
�愛媛県告示第３５４号
計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項の規定により

、八幡浜市、西宇和郡、宇和島市、北宇和郡、南宇和郡の特

定計量器の定期検査を次のように実施する。ただし、特定計

量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第７０号）第３９条第

１項各号に規定する特定計量器の検査は、平成１６年４月１日

から１２月２８日までの間において実施する。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３５３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年２月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５西局建（開）第３０号

平成１６年２月１０日
西条市下島山字西門田甲８１３番２

西条市神拝甲３５５番地の１
鈴 木 昭 彦

１５西局建（開）第３１号

平成１６年２月１０日
西条市福武字円満地甲１１３４番２

西条市福武甲１１７６番地
有限会社 盛実米穀
代表取締役 盛 実 進

検 査 日 時 検 査 場 所 検 査
区 域

対象となる
特定計量器

平成１６年
４月１２日

午前１０時 から
午後３時 まで 八幡浜市役所 非自動はか

り（計量法
施行令第５
条第１号又
は第２号に
掲げるもの
及び同政令
附則別表第
２に掲げる
ものを除く
。）
分銅
定量おもり
定量増おも
り

〃１３日午前１０時 から
午後３時 まで 神山地区公民館

〃１４日午前１０時 から
午前１１時３０分まで

ＪＡ西宇和 川上
共選場

〃１４日午後１時 から
午後３時 まで

ＪＡ西宇和 真穴
共選場 八幡浜

市
〃１５日午前１０時 から

午前１１時３０分まで 千丈地区公民館

〃１５日午後１時 から
午後３時 まで

八幡浜市役所 日
土支所

〃１６日午前１０時 から
午後３時 まで

八幡浜市総合福祉
文化センター

愛 媛 県 報平成１６年２月２４日 第１５３５号
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正 誤

�正 誤

平成１６年２月１７日付け第１５３３号愛媛県告示第２８９号（字の

区域の変更（弓削町））中

〃１９日午前１０時 から
午後３時 まで 八幡浜市役所

〃２０日午前１０時 から
午後３時 まで 保内町中央公民館

保内町
〃２１日午前１０時 から

午後３時 まで 保内町中央公民館

５月１０日午前１０時 から
正 午 まで 伊方町町民会館

伊方町
〃１０日午後１時 から

午後３時 まで
伊方町役場 町見
支所

〃１１日午前１１時 から
午後３時 まで 瀬戸町民センター 瀬戸町

〃１２日午前１１時 から
午後３時 まで 三崎町商工会 三崎町

〃１３日午前１０時３０分から午後３時 まで
市立勤労青少年ホ
ーム

〃１４日午前１０時３０分から午後３時 まで 市立図書館

〃１７日午前１０時３０分から午後３時 まで 市立図書館

〃１８日午前１０時３０分から午後３時 まで 宇和島市役所

〃１９日午前１０時 から
午前１１時 まで

ＪＡえひめ南 九
島支所

〃１９日午後２時３０分から午後３時３０分まで
ＪＡえひめ南 来
村支所

〃２０日午前１０時 から
正 午 まで

宇和島市役所 宇
和海支所

宇和島
市

〃２０日午後１時３０分から午後２時 まで
ＪＡえひめ南 下
波支所

〃２１日午前１０時 から
午前１１時 まで

定期船待合所
（日振島ポケット
パーク）

〃２１日午後１時 から
午後２時 まで

ＪＡえひめ南 宇
和海第２支所

〃２１日午後２時３０分から午後３時３０分まで
ＪＡえひめ南 嘉
島出張所

〃２４日午前１０時３０分から午後３時 まで 宇和島市役所

６月１日午前１０時３０分から午後３時 まで 吉田公民館

〃 ２日午前１０時３０分から正 午 まで
ＪＡえひめ南 玉
津支所 吉田町

〃 ２日午後１時３０分から午後３時 まで
ＪＡえひめ南 奥
南支所

〃 ３日午前１１時 から
正 午 まで 下灘公民館

〃 ３日午後２時 から
午後３時 まで 御槇公民館

津島町
〃 ４日午前１０時 から

午前１１時３０分まで 津島町商工会

〃 ４日午後１時 から
午後２時３０分まで 津島町役場

〃 ７日午前１１時 から
午後３時 まで 日吉村役場 日吉村

〃 ８日午前１０時 から
午後３時 まで 中央公民館

広見町
〃 ９日午前１０時 から

午後３時 まで 中央公民館

〃１０日午前１０時 から
午後３時 まで 三間町役場 三間町

〃１１日午前１０時 から
午後２時 まで

松野町山村開発町
民センター 松野町

〃１４日午後１時 から
午後３時 まで 一本松町役場 一本松

町

〃１５日午前１０時 から
午前１１時３０分まで

西海町民会館 福
浦分館

西海町
〃１５日午後１時 から

午後３時 まで 西海町民会館

〃１６日午前１０時 から
午後３時 まで

御荘町文化センタ
ー 御荘町

〃１７日午前１０時 から
午後３時 まで

城辺町社会福祉会
館

城辺町
〃１８日午前１０時 から

正 午 まで 深浦漁業協同組合

〃２１日午前１１時 から
午後２時 まで 内海村役場 内海村

ページ 箇 所 誤 正

１４１ 表の区域欄中 弓削町鎌田１、２及
び２の２の地先

弓削町鎌田１、２及
び２の２の地先公有
水面埋立地
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